
令 和  4 年 11 月  3 0  日

長崎県北松浦郡佐々町長  古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名
令和 4年度

橋梁長寿命化対策（川添1号橋補修）工事

工 事 場 所 長崎県北松浦郡佐々町皆瀬免 地内

工 事 概 要
橋梁補修工 N=1.0構造物

請 負 業 者
長崎県北松浦郡佐々町市瀬免３６０番地

弘侑興業㈲  代表取締役 前田 弘道

変 更 内 容
上部工 断面修復工 V=0.190m3→0.229m3
防護柵工 L=19.0m→20.0m
地覆コンクリート取壊し V=0.4m3→0.1m3

変 更 理 由

・防護柵の資材単価が著しく変動し、当初設計時に比べて納入時期の単価に差が 
 生じたため単価を変更した。（1m当り25,350円→32,200円)
・上下部工の着工前調査を行った結果、断面修復工の補修量の数量を変更した。 
 （断面修復工V=0.190m3→0.229m3）
・その他、現地精査の結果、諸数量の変更を行った。

変 更 契 約 日 令和 4年11月24日

変 更 前 契 約 額 4,675,000円 （内消費税額 425,000円）

変 更 額 増 916,300円 （内消費税額 83,300円）

変 更 後 契 約 額 5,591,300円 （内消費税額 508,300円）

変 更 前 工 期
令和 4年 8月10日

115日間
令和 4年12月 2日

変 更 後 工 期
令和 4年 8月10日

115日間
令和 4年12月 2日

そ の 他 第 1 回変更
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